
 
２０２２年７月１３日 

（２０２３年４月１３日更新） 
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 

 

新型コロナウイルス感染症に関する「災害割増特約」等の約款改定について 

 

このたびの「新型コロナウイルス感染症」でお亡くなりになられた方々に対しまして、心よりご冥福をお祈り

するとともに、ご遺族の方々に心よりお悔やみ申し上げます。また、健康被害ならびに事業等に影響を受けてお

られるお客さまに謹んでお見舞い申し上げます。 

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループの三井住友海上あいおい生命保険株式会社（社長：加治 資朗、以下「当

社」）は、新型コロナウイルス感染症をお支払い対象とする「災害割増特約」等について、２０２１年２月の法

令改正を踏まえ、２０２２年１１月に下記のとおり約款改定を実施しております。 

また、今般、２０２３年５月８日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「新型インフル

エンザ等感染症」から「５類感染症」に変更するとの政府公表を踏まえ、これに伴う対応を併せてお知らせいた

します。 

 
記 

１．対応内容 

 ○災害死亡保険金等のお支払い対象となる新型コロナウイルス感染症について、２０２１年２月の法令改正を

踏まえ、２０２２年１１月に約款上の定義を改定しました。 

 ○２０２３年５月８日に新型コロナウイルス感染症の位置付けが「５類感染症」に変更されることから、５月

８日以降、次の商品では新型コロナウイルス感染症による保険金等の支払対象外となります。 

なお、５月７日以前に支払事由に該当していた場合は、保険金等の請求が５月８日以降でも、支払対象です。 

  【改定内容（下線部）】※保険種類ごとの具体的な改定内容は別紙参照 

改定後 改定前 

別表２ 対象となる特定感染症 

（注２）新型コロナウイルス感染症（病原体がベ

ータコロナウイルス属のコロナウイルス（令

和２年１月に、中華人民共和国から世界保健

機関に対して、人に伝染する能力を有するこ

とが新たに報告されたものに限ります。）であ

る感染症をいいます。）は、「感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成 10年法律第 114号）」第６条第２項、

第３項、第４項、第７項第３号または第８項

の疾病に該当している間に限り、「特定感染

症」に含めます。 

別表２ 対象となる特定感染症 

（注２）新型コロナウイルス感染症（新型コロナ

ウイルス感染症を指定感染症として定める等

の政令（令和２年政令第11号）第１条に定め

る新型コロナウイルス感染症をいいます。以

下同じ。）は、「特定感染症」に含めます。

ただし、新型コロナウイルス感染症が「感染

症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成10年法律第114号）」第６条第

２項、第３項または第４項の疾病に指定され

た場合、その指定が解除された日以降は、新

型コロナウイルス感染症は、「特定感染症」

に含めません。 

【対象となる保険種類】 

普通保険約款または特約 保険金等 

積立型終身保険（A型） 災害死亡給付金、災害高度障害給付金 

５年ごと利差配当付積立型終身保険（A型） 災害死亡給付金、災害高度障害給付金 

５年ごと利差配当付こども保険 災害死亡保険金 

災害割増特約 災害死亡保険金、災害高度障害保険金 

傷害特約  災害保険金 

新傷害特約 災害保険金 

無選択型災害割増特約  災害死亡保険金 

 

○特別条件（保険金削減支払方法等）が適用されているご契約においては、新型コロナウイルス感染症を原因

として５月８日以降に支払事由に該当された場合、特別条件を適用（保険金等を削減もしくは不支払）しま

す。 

 

２．改定後の約款の適用時期 

 ２０２２年１１月２日以降 

 



３．その他 

 ○本改定は、すでにご契約いただいている契約を含めて適用します。（お客さまによる契約変更のお手続きの

必要はございません。） 

○本改定に伴う保険料の変更はございません。 

 

４．対応の背景 

  当社では、新型コロナウイルス感染症の約款上の定義として感染症法（＊１）を用いており、新型コロナウイ

ルス感染症を原因として死亡または所定の高度障害状態に該当された場合、災害死亡保険金等のお支払いを行

っていました。 

２０２１年２月の感染症法（＊１）の改正により、新型コロナウイルス感染症の位置付けが「指定感染症」か

ら「新型インフルエンザ等感染症」に変更されました（＊２）。 

これを踏まえ、新型コロナウイルス感染症が感染症法（＊１）の１類感染症、２類感染症、３類感染症、新型

インフルエンザ等感染症または指定感染症（＊３）に該当している間は支払対象とすることを明確化する観点か

ら、２０２２年１１月に約款を改定いたしました。 

 

５．その他商品の取扱いについて 

災害保障期間設定型定期保険（商品名：オーナーズロード）の災害死亡保険金および災害高度障害保険金は、

引き続き、新型コロナウイルス感染症のお支払対象外となります（詳細はこちら）。 

 

 

（＊１） 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号） 

（＊２） 新型コロナウイルス感染症を「指定感染症」とする政令（令和２年政令第１１号）は廃止。 

（＊３） 感染症法第６条の疾病の定義は次のとおり。 

第２項：１類感染症／第３項：２類感染症／第４項：３類感染症／第７項第３号：新型インフルエンザ

等感染症における新型コロナウイルス感染症／第８項：指定感染症 

 

以 上 

https://www.msa-life.co.jp/c_attention/20200501_COVID_19_saigaishibou.pdf


別紙 

 

約款記載例                                              

 

○三井住友海上あいおい生命、（旧）三井住友海上きらめき生命 

次の商品の普通保険約款・特約条項の各別表に定める、保障対象とする新型コロナウイルス感染症の定義を

次のとおり改定します。 

 

（対象普通保険約款・特約名称） 

普通保険約款または特約名称 

積立型終身保険（Ａ型） 

５年ごと利差配当付積立型終身保険（Ａ型） 

災害割増特約 

傷害特約 

新傷害特約 

特別条件特約 

 

（例：災害割増特約） 

改定後 改定前（2020年 5月 1日リリース） 

別表２ 対象となる特定感染症 

対象となる特定感染症とは、平成６年10月12

日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下

記のものとし、分類項目の内容については、厚生

労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および

死因統計分類提要ICD-10（2003年版）準拠」によ

るものとします。 

 

分類項目 
基本分類 

コード 

略 

（注１）上記のうち、重症急性呼吸器症候群[Ｓ

ＡＲＳ]については、病原体がコロナウィルス

属ＳＡＲＳコロナウィルスであるものに限り

ます。 

（注２）新型コロナウイルス感染症（病原体がベ

ータコロナウイルス属のコロナウイルス（令

和２年１月に、中華人民共和国から世界保健

機関に対して、人に伝染する能力を有するこ

とが新たに報告されたものに限ります。）で

ある感染症をいいます。）は、「感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成 10 年法律第 114 号）」第６条第２

項、第３項、第４項、第７項第３号または第

８項の疾病に該当している間に限り、「特定

感染症」に含めます。 

別表２ 対象となる特定感染症 

対象となる特定感染症とは、平成６年10月12

日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下

記のものとし、分類項目の内容については、厚生

労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および

死因統計分類提要ICD-10（2003年版）準拠」によ

るものとします。 

 

分類項目 
基本分類 

コード 

略 

（注１）上記のうち、重症急性呼吸器症候群[Ｓ

ＡＲＳ]については、病原体がコロナウィルス

属ＳＡＲＳコロナウィルスであるものに限り

ます。 

（注２）新型コロナウイルス感染症（新型コロナ

ウイルス感染症を指定感染症として定める等

の政令（令和２年政令第11号）第１条に定め

る新型コロナウイルス感染症をいいます。以

下同じ。）は、「特定感染症」に含めます。た

だし、新型コロナウイルス感染症が「感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律（平成10年法律第114号）」第６条第２

項、第３項または第４項の疾病に指定された

場合、その指定が解除された日以降は、新型

コロナウイルス感染症は、「特定感染症」に

含めません。 

 

 

  



 

○（旧）あいおい生命 

次の商品の普通保険約款・特約条項の各条項に定める、保障対象とする新型コロナウイルス感染症の定義を

次のとおり改定します。 

 

（対象普通保険約款・特約名称） 

普通保険約款または特約名称 

５年ごと利差配当付こども保険 

災害割増特約 

傷害特約 

無選択型災害割増特約 

 

（例：災害割増特約） 

改定後 改定前（2020年 5月 1日リリース） 

（災害死亡保険金の支払） 

第１条 会社は、この特約の保険期間中に被保険者が

つぎの各号のいずれかに該当したときは、災害

死亡保険金を主たる保険契約（以下「主契約」

といいます。）の死亡保険金受取人に支払いま

す。また、災害死亡保険金の受取人を主契約の

死亡保険金受取人以外の者に変更することは

できません。 

(1) 略 

(2) この特約の責任開始期以後に発病した特

定感染症（感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律第６条第２項か

ら第４項に規定する一類感染症、二類感染

症または三類感染症および新型コロナウイ

ルス感染症（病原体がベータコロナウイル

ス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中

華人民共和国から世界保健機関に対して、

人に伝染する能力を有することが新たに報

告されたものに限ります。）である感染症を

いいます。ただし、新型コロナウイルス感染

症が感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律第６条第２項から第４

項、第７項第３号または第８項に規定する

一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型

インフルエンザ等感染症における新型コロ

ナウイルス感染症または指定感染症に該当

している間に限ります。）。以下同じ。）を

直接の原因として死亡したとき 

（災害死亡保険金の支払） 

第１条 会社は、この特約の保険期間中に被保険者が

つぎの各号のいずれかに該当したときは、災害

死亡保険金を主たる保険契約（以下「主契約」

といいます。）の死亡保険金受取人に支払いま

す。また、災害死亡保険金の受取人を主契約の

死亡保険金受取人以外の者に変更することは

できません。 

(1) 略 

(2) この特約の責任開始期以後に発病した特

定感染症（感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律第６条第２項か

ら第４項に規定する一類感染症、二類感染

症または三類感染症および新型コロナウイ

ルス感染症（新型コロナウイルス感染症を

指定感染症として定める等の政令（令和２

年政令第11号）第１条に定める新型コロナ

ウイルス感染症をいいます。ただし、新型コ

ロナウイルス感染症が感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律第６

条第２項から第４項に規定する一類感染

症、二類感染症または三類感染症に指定さ

れた場合、その指定が解除された日以降は、

新型コロナウイルス感染症は含めませ

ん。）。以下同じ。）を直接の原因として死

亡したとき 

 

  



 

（対象普通保険約款・特約名称） 

特約名称 

特別条件付保険特約 

 

改定後 改定前（2020年 5月 1日リリース） 

（特別条件） 

第２条 この特約により主契約または主特約に適用

する特別条件は、その危険の程度に応じて、つ

ぎの各号のうちいずれか１つまたは２つ以上

の方法によります。 

(1) 保険金削減支払法 

(ｱ) 略 

(ｲ) 前(ｱ)の規定にかかわらず、主契約の被

保険者が災害または特定感染症（感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律第６条第２項から第４項に規定する

一類感染症、二類感染症または三類感染症

および新型コロナウイルス感染症（病原体

がベータコロナウイルス属のコロナウイル

ス（令和２年１月に、中華人民共和国から

世界保健機関に対して、人に伝染する能力

を有することが新たに報告されたものに限

ります。）である感染症をいいます。ただ

し、新型コロナウイルス感染症が感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律第６条第２項から第４項、第７項第

３号または第８項に規定する一類感染症、

二類感染症、三類感染症、新型インフルエ

ンザ等感染症における新型コロナウイルス

感染症または指定感染症に該当している間

に限ります。）。以下同じ。）により、死亡

しまたは高度障害状態になったときは、支

払うべき保険金の全額を支払います。 

（特別条件） 

第２条 この特約により主契約または主特約に適用

する特別条件は、その危険の程度に応じて、つ

ぎの各号のうちいずれか１つまたは２つ以上

の方法によります。 

(1) 保険金削減支払法 

(ｱ) 略 

(ｲ) 前(ｱ)の規定にかかわらず、主契約の被

保険者が災害または特定感染症（感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律第６条第２項から第４項に規定する

一類感染症、二類感染症または三類感染症

および新型コロナウイルス感染症（新型コ

ロナウイルス感染症を指定感染症として定

める等の政令（令和２年政令第11号）第１

条に定める新型コロナウイルス感染症をい

います。ただし、新型コロナウイルス感染

症が感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律第６条第２項から第４

項に規定する一類感染症、二類感染症また

は三類感染症に指定された場合、その指定

が解除された日以降は、新型コロナウイル

ス感染症は含めません。）。以下同じ。）に

より、死亡しまたは高度障害状態になった

ときは、支払うべき保険金の全額を支払い

ます。 

 

 


